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成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
第
十
二
条
の
趣
旨
に
鑑
み
、
成
年
被
後
見
人
等
の
自
己
決
定
権
が
最
大
限
尊
重
さ
れ
る
よ

う
現
状
の
問
題
点
の
把
握
に
努
め
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
必
要
な
社
会
環
境
の
整
備
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

二
、
成
年
後
見
人
等
の
事
務
の
監
督
体
制
を
強
化
し
、
成
年
後
見
人
等
に
よ
る
不
正
行
為
の
防
止
を
よ
り
実
効
的
に
行
う
た

め
、
家
庭
裁
判
所
、
関
係
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
必
要
な
人
的
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
十

分
に
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


